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(1)債権管理事務の図解
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ロ過誤払等による過年度発生債権の債権管理事務
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卜地方払（国立病院）アフターケア委託費の過誤払による債権管理事務

③債権管理の事務処理 ①
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－

I⑥
納
入
告
知
書
等
の
作
成
、
送
付

（
相
殺
を
行
わ
な
か
っ
た
場
合
）

｛
｛
篝
蕊
蕊
霊
蕊
一

③領収済通知書
１
画
三
｝
Ｉ

－

－1
⑦納入

債務 者 日本銀行－

'度で諏弓一一‘昌唾唾凸0－▲ 町■弓■冠石田■一・一一一一一 ‐ －’ 尽蓉
一

…鴬］ 三冬－，
一

一一



チ地方払アフターケア通院費の過誤払による唾権管理事務

③回収決議､債権管理の事務処理
①通院費項目修正帳票入力

②通院費回収決議書配信（回収事案発生の場合）
④通院費回収決議害入力（回収額の登記）

⑤支払処理(相殺処理）

⑨回収額登記帳票入力

⑩債権管理状況リスト （月次）

労 働 局

歳入金債権

（歳入徴収官）

歳入外債権

（支出官）

債権管理を必要と

する事案の把握
本 省

⑥
納
入
告
知
書
等
の
作
成
、
送
付

（
相
殺
を
行
わ
な
か
っ
た
場
合
）

一
（
柵
雌
澱
剛
測
鯏
珈
僻
噸
僻
殺
後
の
金
額
を
印
雷
）
一

③領収済通知書
８
９
画
。
岸
Ｉ
Ｄ

⑦納入
債 務 者 日本銀行

－一一 ‐

一一■■■■P-▽－－

－三一

一一一

一一 4－､←争一

一
一



－－

一一一Ⅱ■p一Q
■■＝ 一

一一一
一｡ 一

一
一

－－ｰ

(2)債権管理事務の早見表

’ ’
|区分

傭 考
侭務者 署 局 本 省 匿権の菰顕 歳入科目 廷滞金 時効

「
年度内発見
●、‐筆①や‐Pの■■衝心●●色●争｡■⑤争一pG

署 長
●●‐毎■●車⑤●ゆ●今むめ｡㈲や角㈲◆凸◆･今今●

資金前渡官吏

－

返
納
金
伎
権
◆
（
孵
確
坤
嘔
嘩
嘩
）

倒
雑
収
入

保
険
給
付
及
び
特
別
支
給
金

に
か
か
る
過
誤
払
（
署
払
）

免
除
（
債
管
令
第
三
四
条
第
一
夷
第
七
号
）

労 地方局において債権笹理
を行う。

五

支給決定取清(変更)通知笛 歳
r

L 返納金納入告知蜜 年
（
会
計
法
第
三
○
条
）

’入閲
返納金債撹歳入超入報告野（年度内米回収の場合）

激

過年度発見

支給決定取消(変更)通知喜一薯…一……….茎一号

~童.茸.9垂.-ご~垂.逗.、贋権憂生通知蚕
資金前渡官吏一一一

過年度発見
●口重■P凸一ユー－つ■つ●■8■｡⑤■のつ■｡●己

署 長
一一一一一一一＝＝＝‐七寸画■■‐匂い■‐■‐q■‐●

資金前渡官吏

倒
返
納
金

者

収

宮等

納入告知聾

’ ｢肩。’
－

返

鴎
雑
収
入

年
金
に
か
か
る
過
誤
払
（
本
省
払
）

年度内発
今●●‐■ロ■むつ一己■■h■■-－一一毛｡

悪

五 ｜本雀において倹櫨管理を受 支給決定取清(変更)通知画 見
一
長長

各種報告（変更） 各種報告（変更）
行う。

年 ただし､翌年5月31日唾でに収納されたかつた

へ 俄楢は秘地方局へ引継ぎ

会地方局において度擢管理
を行う。

計

歳

|野 ’ L竺」’
四
つ
函
Ｉ

’ 返納金納入告知野＝

入 納過誤払金の返納について（回収褒由書）

罰
官収徴入歳

徴俄権の引鮭（翌年6月1日）
給

金

法
収

豊’⑧
返
納
金

哩幽塵＋一丁
侭

.釜..崖.塵…曇一塁l各種報告(変更）年度内発見
＝ －一 一

薯…~…~…..~蔓｜

官｜

」■

箸 長

、支給決定取涜 (変更）
○
条

過蔑払金の回収について（回収理由書） ｺヨーヱ等司者 納入告知唇
櫓 ー

－

第
三
者
行
為
災
害
腱
よ
る
求
倹
捜

（
労
災
保
険
法
第
十
二
条
の
四
）

加
害
者
又
は
自
踏
資
保
険
会
社
等

（
本
描
払
分
を
除
く
）

~司
扱
答
賠
償
金
侭
樋

例
雑
収
入

三
年
（
民
法
第
七
二
四
条
）

埴方局において贋擢管理

を行う。歳
入
徹
収
官

損害賠償舗求の予告に

詞里壁埜墾 －

倒
雑

納入告知害今

’
一
会
社
等

除
く
）Ｉ
｜
求
倹
犠
一

一
の
四
）
↑ 入

ｰ
ー

印一ユ

3Zごr=_窒二遮型&…堅垂…号一 一 一一司暑今 － 今
１
－

l巳F一一一F一一一二 一声､＝－＝三一＝＝万三＝＝＝－一＝一一 －－■一 △ 一一 一



１
画
つ
“
Ｉ

一画 訂一一①＝今一 一一雫－－－ － ユーーーーーユ耳一一 =宇一 子ユーー一▲ ＝ ■ 己一一一 F－-一一一一一一と＝一.

一

一一

一
一

一一

区分 債務者 署 局 本 番 債権の種顛 蔵入科目 廷溌金 時効 備 考

診
厩
賛
に
係
る
過
誤
払
（
本
省
払
）

誤
繭
求
・
誤
払
・
計
算
誤
り
・
掴
定
医
番
号
誤
り

支
給
決
定
の
変
更

指
定
医
擬
侭
関

診
療
を
受
け
た
者

I

▼

①返納金納入告知臼（当年度支払分）

向域式… (過
■■■■■■

過誤払金の返納

罐
扇
鐸
両

谷､

(回収理由通知動

察
務
窪

｢債櫓砿毘内訳釦配俄

｢債櫨砿厘書」報告

……の郵顧…ユ師垂

■ 一一

毛 靭

(休栗給付等の侭櫓発生
通知に準ずる）

納入告知密（当年度・過年度支払分）
潔養（補働給付の費用の回収について (圏

②
返
納
金
債
楢

①
返
納
金
“
債
櫓

利
得
償
還
金
債
権

②
例
雑
収
入
働
返
納
金

①
㈲
保
険
給
付
費
御
保
険
給
付
費

倒
維
収
入
倒
維
入

不
敬
収

不
徴
収

十
年
（
民
法
鋪
一
六
七
条
）

五
年
（
会
計
法
第
三
○
条
）

”

本省において債樋管理を

行う。

た超し、翌年5月31日

までに収納されなかった

債櫓は、地方局へ引鮭ぎ

地方局において債権管理

を行う。



一一－

一

一
一
一

一

一一
一
一

一
一
一

一
一

一一

一

一
一

一
一

一一 一

一一

一

－

’一一一
’
一

、

1

ー

’ ’区分 債務者 署 局 本 省 俄樋の種頚 歳入科‘目 延滞金 時効 傭 考

地方局において侭橘笹理

を行う。

｢基本情報修正票」入力不
正
受
給
者
（
第
一
項
）

利
得
償
還
金
伎
櫓

例
維
収
入

不 二
年
（
徹
収
法
第
四
一
条
準
用
）

I

｢-曲一通 知 －－J－1－「給付別修正票｣入力支給決定の変 署

更決定通知啓念羅釜彊玩孟 逼 （休業給付等の俊権塾生通知画一〆
に単ずろ）

長

第12条の3の規定に基づく費用徴収の命令醤

長

局

乗
務
室

｢恢櫨砿腿内訳笹l配侭＝

｢俄複確盟笹」 （掻収決定済）報告不
正
受
給
（
労
災
保
険
法
舘
十
二
条
の
三
）

検
一
罐
一

く
一
く
。

●
一
一
■
》
ロ
ロ
ロ
■
Ｐ
■
》
■
“
ロ
ロ
■
一
■
●土長

詮

薮
Fー

倒
錐納 入告知 霧 歳

入
霞
収
官

療

う 入 収
費

１
Ｎ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅱ
Ⅱ
ｒ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
岨
Ⅲ
ｄ
ｒ

1慧灘碁戚…鱒雪
に単ずろ）

鍵’
第12条の3の規定に基づく費用徴収の命令害

通 知
署

長

－

．一

入力事

損
害
賠
償
金
債
梅

御
雑
収
入

不

_Jヨー
’

｢給付別修正票」入力に

局業

乗
瀦
室

｢償擢砿蕊内駅窪j琵匿

｢偵橿砺淫配（徹収決定済）

１
画
つ
心
Ｉ

報告 ｜
係

主
（
第
二
讃
）

（検
■ーd■｡｡｡■Dの‐一q■句●‐ロ｡■台q■■

（診療
色ら口■己一いむぜ｡の。bb・の｡▲

数
長 ,

伺
雑

ろ
納入 告知書

－

或
入
徴
収
官 値

＝ 二

不 入 1 収

１
日

■
一
■

指
近 働

維
収
入

十
正

-l 職付別悠正到入力不

涙

業

定
－

局

瀦
室

年
（
民
法
第
一
六
七
条
）

｢債櫓砿盟内駅書」函侭
納

｢侭櫨砿浬四（綾収決定済）報告錆 正 医

lZ 金
長

寂請求
側
返
納
金

－

納 入 告知 書 歳
入
徹
収
官

侭狼

求

関

’ 権－

● 傘

～浩一



／
『

1

’
四
つ
函
Ｉ

一一一争e 凸 ■－ F 一一伊 七一一一一一画■ ｱ 二－．－■－－－－－－一一一ユーーーーー→ 垂一毎一 ■

－

一●

一
一

＝－‐

区分 債務者
I

署 周 本 省 債担の圃飼 戒入科目 姪禰金 時効 傭 考

保
険
給
付
の
不
正
受
給
者
か
ら
の
費
用
徴
収

（
労
災
保
険
法
鋪
十
二
条
の
三
）

不
正
受
給
者
又
は
事
桑
主

&

＆

寺銭漉壼の野口注…知■
一

F－－

納入告知書

債横発生通知雷

費用徴収命令密.(遍帯債務の一方の者に対しては告知した旨の通知）

伽
返
納
金
侭
櫨
（
不
正
受
給
者
）

側
損
害
賠
償
金
債
樋
（
事
桑
主
）

側
利
得
償
還
金
債
枢
（
不
正
受
給
者
）

伽
倒
雑
収
入
倒
維
入

側
倒
雑
収
入
倒
維
入

側
働
雑
収
入
働
維
入

不
微
収

二
年
（
散
収
法
第
四
十
一
条
準
用
）

(3)は詮厩爽に係るもの。

地方局におも､て俄樋簿理

を行う。

特
別
支
給
金
の
不
正
受
納
者
か
ら
の
回
収

不
正
受
給
者
又
は
事
業
主

吟

寺峰連頭の野ﾛ性癖密輸軍「計

納入告知香

鰹坐窒坐＝皇室

‐

－

や

仙
返
納
金
償
抱
く
不
正
受
給
者
）

②
損
害
鰭
償
金
倹
檀
（
事
業
主
）

側
働
雑
収
入
側
絶
入

倒
㈱
雑
収
入
③
雑
入

徴
収
・
年
五
分
（
民
法
第
四
○
四
条
）

五
年
（
会
計
法
第
三
○
条
）

地方局において倹権管理

を行う。

廷睡（支払日の翌日か

ら弁済日まで）



一－

’ ’
区分 債務者 署 局 本 省 侭槽の種痢 歳入科目 廷狩金 時効 備 考

ロ B

｜地方局において債権管理
を行う。

損

敏
収
年
五
分
〈
民
法
露
四
○
四
条
）

例
維
収
入
側
雑
入

第三者行為災害事務取扱
－

{；
雑
撹
華
査

付
発
行
笹

（求俊
生）
為災害
等渡

梱
通
報
付

聴
知
舘
極

手引参照。
●

｝
害
両

顛

署 局 業

第
三
者
行
為
災
害
腱
よ
る
診
擬
費
に
係
る
求
倹
（
労
災
保
険
法
鉱
十
二
条
の
四
）

不
法
行
為

加
害
者
又

害

第三者行為災害蚊当事案
リスト（2回目以降）ぬ 第三者行為災害砿当事案リスト出力

（2回目以降） 賠

換害陪俄誼象の
予告について ■

務
償

は

’
四
ｃ
ｍ
Ｉ

自
賠
責
保
険
会
社
等

金

長長 長 一
雪 侭

■ ■

第三者行為災害による損
害賠償の騎求について

（侭務者本人用）
〃 （恢務者使用者用）

｛ Iｰ
－

一一

＝

櫓

歳
入
敏
収
宮

１
納入 告知書

－－」

I 一

コ
４』』

一旦

』
一
一
一Ｆ一

『
一
座

幸
《 －－－－具. ・琴____一言…畠 』畦＝＝‐

I守子‘~.－画一毛ローーーゴョや一品一＝ー＝-‐ ‐ ＝ 、－＝ －＝声＝一幸て＝宇守pターーー。 ーーー－－ ニニピ三 ■■■■I■■ヨーョ一口口マ

■ー ー－－

陣一一 一



１
画
ロ
『
Ｉ

‐

－

－~一~ ･ ･一・ ・‐

夢二~－－
●

一一一一､ ~一~= 一一一9 -一一一・一一
歩産＝

■ マーーーb

区分

保
険
加
入
者
か
ら
の
費
用
徴
収

（
労
災
保
険
法
第
三
一
条
第
一
調
）

一
部
負
担
金

（
労
災
保
険
法
第
三
一
条
第
二
項
及
び
館
三
項
｝

債溺者

、
事
某
主

受
給
者

－ー－ 一一一

唖

署

黄用散収決定通知宙

紬入告知魯

I
1■■■

署 奨

■ー

＆

．R且ユーn－一 二旦坐壁二一一■

置樋の種餌

損
害
踏
倹
金
侭
椎

労
働
老
災
害
補
償
保
険

通
勘
災
害
一
認
負
担
金
債
犠

或入科目

働
雑
収
入
伺
維
入

㈱
雑
収
入
側
雑
入

廷潅金

不
徴
収

不
徴
収

時効

二
年
（
徴
収
法
鎗
四
十
一
条
翠
用
）

二
年
（
徴
収
法
第
四
十
一
条
準
用
）

備 考

地方局に

を行う。

おいて債櫓管理



一一一一一 一生や一一一

一一 一一一m● 一＝一 l･･
一一 b一

ニーニニニ＝‐三
一

■■I■■ 一一一一
一 一一－ －一口~－

一一一 ー

－県－－■I■■－
．ー－ー －

’

’区分 償務者 労 鱒 局 本 巻 侭権の種頚 載入科目 遥滞金 時効 蝋 考

本省において、債横管理

を行う。

ただし、翌年5月31日

窪でに収納されなかった

債櫓は、地方局へ引き継

ぎ、地方局において依権

醒を行う。

『

誤
鯖
求
・
誤
払
・
計
算
誤
り
・
指
定
概
閲
番
号
誤
り

①、
－

②
例
雑
収
入
側
近
納
金

①
例
労
働
福
祉
事
業
費
側
診
療
等
委
託
受

｢委託費項目修正県」入力 十
年
（
民
法
第

不
－

局 業指

｢債種確望啓」出力

｢侭櫨羅麗喜」入力
誘
室

返
納
金
債
梅

返
納
金
債
権

軍
椌

ア
ブ
タ
ー
ケ
ア
委
託
賛
に
係
る
過
譲
払
（
本
省
払
）

長 ー'

一

○

①返納金納入告知蜜（当年度支払分）

－

支
出

医

(相殺たしの場合）

散－

露 歳
入
敬
収
官

宮I
－

f

歳
入
徴
収
官

六
七
条
）

償擢の引鮭（翌年6月1日）種

②納入告知害(過年度支払分）ー
一一

関 一

(相殺なしの秘合）
１
画
一
画
Ｉ

収
｜ I

診
療
を
受
け
た
者

支
給
決
定
の
廃
更

馴
維
収
入

－

利｢委託費風目修理」入力 不
五
年
（
会
計
法
第
三
○
条
）

「一一局

一
一
■

梁
支給決定の変更決定通知書 力

力
出
入
銅
麺
硬
確
噸
雌
ｒ
ｒ｢侭権確腿密」入力

得

秒長
一

長 、

償

室

~罰

斌入徴

収
官

－

通 散

歳
入
徴
収
官

後繊の引鮭（翌年6月1日）

一堂｣､ 金

側
維

俵納入告知富（当年度・週年度支払分）

L一
橘 入 収

●
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一一
→一

一一一‐

区分 債務者 労 働 ＃ 局 本 省 債権の創双 趣入科目 髭瀞金 時効 備 考

ア
ブ
タ
ー
ケ
ア
委
舵
費
に
係
る
不
正
受
給
者
か
ら
の
回
収

不
正
受
給
者

指
定
医
擬
樫
関

今…の画顧垂窪蚤釦容

勺

U
納入告知害

F

塞琴■毎回佳乖豆乳力

一ﾑ…==幽些

局
長

業
務
室

｢俊歯麺鍵密」出力

｢債繊感璽露」 （敵収決定済）入力

利
得
償
還
金
債
極

返
納
金
債
楢

倒
維
収
入

倒
維
入

働
雑
収
入
伺
返
納
金

不
敬
収
徴
収
年
五
分
（
民
法
館
四
○
四
条
）

五
年
（
会
計
法
第
三
○
条
）

十
年
（
民
法
第
一
六
七
条
）

地方局において、債視管

理を行う。

おいて、侭権管



(3)労働保険特別会計労災勘定の主要歳入科目と債権の種類の対照表
一争 ＝一■一ローー

歳入科目 科 目 内 訳 歳入金の会計年度所属区分
－

雑収入

雑収入
I

■

返納 金 納入告知書を発した日の属する年度（予決

令第1条第1項第2号）

納入告知書を発したの属する年度（予決令
第1条第1項第2号）

ただし、保険給付から控除した一部負担金

は歳入徴収官が領収した日の属する年度

（予決令第1条第1項第3号）

納入告知書を発したの属する年度（予決令

第1条第1項第2号）

雑 労災法第31条第2項の規定によ

り通勤災害を受けた労働者からの

費用徴収金（一部負担金）

入

労災法第12条の3第1項の規定

による不正受給者からの餐用徴収

金
〃
－

賃金の支払の確保等に関する法律

第8条第1項及び第2項の規定に

よる不正受給者からの返還金

〃

偽りその他不正の手段による特別

支給金の不正受給者からの費用徴

収金

〃

－ｺ

被災労働者に誤って療養の給付

（現物給付）をした場合に、当該

被災労働者からの償還するための

収入金

〃

労災法第12条の3第2項の規定

による事業主からの費用徴収金

労災法第25条第1項の規定によ

る事業主からの費用徴収金

労災法第12条の4第1項の規定

により取得した第三者（加害者）

からの収入金

〃

－

〃

ｐ
Ｔ
－

〃

｜賃金の支払の確保等に関する法律 ’

第8条第1項及び第2項の規定に

よる不正受給者からの納付金

〃

事業主の虚偽の報告又は証明によ

り生じた特別支給金の事業主から

の費用徴収金

〃

’
領収した日の属する年度（予決令第1条第

1項第3号）出納整理期間中において、元

本金額とあわせて収納した場合は、その元

本金額の属する年度。 （昭和33年3月

31日大蔵省主計局法規課発）

民法の規定に基づく損害賠償金債

権にかかる延滞金

－210－
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債権の種類 債権の発生年度区分

雑収 入

雑収入

返納金債権 当骸請求権の発生原因となる事実他誤払い）のあった日の属する年度（債管
●

規則別表第一の3）

当骸請求権の発生原因となる事実（支給決定）のあった日の属する年度（債管

規則別表第一の2）

当該請求権の発生の原因となる事実（不正受給）のあった日の属する年度（債

管規則別表第一の3）

〃

〃 〃

利得償還金債権 当該請求権の発生原因となる事実綴った療養の給付）のあった日の属する年

度（債管規則別表第一の3）

損害賠償金債権 当該請求権の発生原因となる事実（不正受給）のあった日の属する年度（債管

規則別表第一の3）

当該請求権の発生原因となる事実（保険給付）のあった日の属する年度（債管

規則別表第一の3）

〃

〃

当該請求権の発生原因となる事実（不正受給）のあった日の属する年度（債管

規則別表第一の3） ‐

〃 〃

延滞金債権 元本債権の履行期限の翌日の属する年度（債管規則別表第一の1）
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' 1

債権管理法事務取扱総11ﾘ関係迩速
ザ

権 律及びこれに基づく命（1）国の価の管卿輔に関する法 令の実施
について……,…........…...………….………..…．．…･…………………..．
（昭和32年1〃10日蔵計第105号）

（2）国の依椛の笹珊等に関する法律施行令第29条に規定する大｜

蔵大臣の定める躯…………."‘,…….……､..………..….…………….".”｡

｡

（昭和32年1月10日大蔵省告示第8号）

（改正平成12年11月大蔵背告示第330号）

（3）延滞金を免除することができる範幽の定めについて･･･…･‘……･……

（昭和34年1月20日労側？↑発会第23号）

（4）国の依椛に係る価勝者の住所を捌査するため弊察署に対して
照会する場合の取扱方法について….………_.…….….,.….",..…………

（昭和38年3月25円職‘汁第328号）

徴収停止、胆行延期の特約等関係通澁

（5）俊椛祷理官が公正証‘1$の作成を嘱託する場合における公証人
法の規定によるI鮒託人のⅢ棚方法について…,..…."……･…･…,………

（昭和33年10月17日賊計第2973号）
不納欠撹関係通溌

〈6）不納欠掴処分の取扱について…=…….…...…….…‘..….….…‘.….…．

（昭和35年1月16日基発第27号）

（7）労鋤保険特別会計労災勘定に係る返納金依椛、担害賠償金債
椛の徴収不納額の推理について……..．…..….……….…….….｡……,.…

（昭和48年10月23日埜発第606号）
4

.

不正受給の催権管理関係加速
●

（8）労災保険の保険金の詐取事件に係る管理鞭務について．..……．｡…･…

（昭和37年4月13日基発第375号）

（9）法第19条、法第19条の2，法第30条の4及び法第47
条の3の規定の逆用について…,…,…･…･･･….”….‘.．….……………‘.”

（昭和40年7月31日基発第906号）

第三者行為災害関係通讓

側労伽者災害補俄保険法第20条第1項の規定により取得する

218

224

225

1
11’

1
戸

L

226

229

231

236

243

247

－215－



国の侭権の管理事務について．………………"･･……･･･……･…………… 249

（昭和33年2月4日基発第70号）

伽労働者災害補償保険法第20条第1項の規定により取得する

国の債権の強制履行の請求等について,｡…｡．…･…･……．．…………･…… 252

（昭和34年4月30日基発第306号）

⑰同一事故について請求すべき相手方が二以上ある損害賠償金
１
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０
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９
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抑
勺
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‐
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‐
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Ｄ
ひ
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‐
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Ｐ
７
ト
ー
１

Ｊ
■
■
ｑ
４
ｊ
ｌ
且
ｑ
ａ
６
０
Ｉ

ｌ

ｌ

ｌ

債権の取扱について…･…･………．．…･…………･･……….．｡…….….…… 253

（昭和34年7月3日基発第112号）

側災害補償を行った使用者の第三者に対する求償権等について….……

（昭和36年3月28日基発第251号）

⑭同一事業主の事業場を異にする労働者相互の加害衙為に対す

る労働者災害補倣保険法第20条第1項の取扱いについて……………

（昭和44年3月23日基発第148号）

棚第三者行為災害に係る損害賠償金債権のうち、債務者が「無

資力またはこれに近い者」である場合の取扱基準について……………

（昭和49年4月5日基発第181号）

側労災保険における第三者行為災害の損害賠償金債権に係る延

256

258

259

滞余の取扱いについて･･…,..…･…･･･…………･…….….…….………..… 262

（昭和58年12月21日事務連絡）

棚第三者行為災害における支給調整事務の一部改正について………,“

（平成8年3月5日基発第99号）

側労災保険における第三者行為災害の損害賠償金債権に係る

延滞金の取扱いについて｡…･･…･……･･･……･………………．．…･………・

（平成12年10月16日事務連絡）

263

271

その他通達

側債権現在額報告書の記戦要領について…･……………．｡………･……､．

（昭和44年5月20日蔵計第2060号）

剛債権現在額通知書に関する資料について｡…･………･………･･･…"･…

（昭和44年5月会収第75号）

（改正昭和46年5月会収第24号）

272

276
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伽国家公務員災害補償法第6条第1項の規定により取得した債

権の管理及び履行請求について．……･………．．………･………………･… 281

(昭和46年3月18日労働省発会第67号）
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－

| (1)国の債権の管理等に関する法律及びこれに基づく命’| (1)国の債権の管理等に関する法律及びこれに基づく命’

令の実施について令の実施について

(鱒皇電』『’5，星）(鱒皇電』『’5，星）
’’

国の債権の管理に関する事務については、下記によることとされたい。なお、下記中第4

（法務大臣に対し強制履行の請求等の措置を求める場合の取扱について）については、法務省

訟務局とも協議済であるから申し添える。

記

略語については、次による。

配
Ⅳ
、
皿
印
剛
即
剛
皿
副
四
配
？
■
日
日
Ⅱ
１
４
１

「法」･･･…国の債権の管理等に関する法律（昭和31年法律第114号）

「令」……国の債権の管理等に関する法律施行令（昭和31年政令第337号）

「規則」…債権管理事務取扱規則（昭和31年大蔵省令第86号）

第一債権の調査確認及び債権管理薄への記載について

一延滞金債権の調査確認及び債権管理簿への記載について

延滞金については、従来、各省各庁は、これが徴収について全くかえりみないきらいが

あった。これは、既に発生している延滞金債権を行使しないで放置するものであって、財

政法第9条第2項及び法第10条の規定の趣旨にもとるものであるから、今後は、延滞金

債権についても、令第8条第4号、令第10条第3項等に規定するところによりその調査

確認及び債権管理簿への記載を行い、他の債権と全く同様の管理を行うものとする。

二国内部における金銭の受払について

国の組織の相互間において物又は役務の提供を行い、これらの対価として金銭を収受す

る場合（例、農林省食糧事務所（食糧管理特別会計）が刑務所（一般会計）から食糧売却

代金を徴収する場合や郵便局（郵政事業特別会計）が他の官庁から後納郵便料金を徴収す

る場合）は、一の権利主体である国の内部における金銭の受払であるから法律上の債権債

務は発生せず、従って、この法律は適用されない（法第2条第1項）。しかし、一般の債

権債務とかかる国内部における金銭の受払とを別個に経理することが各省各庁の事務取扱

の実情からみて困難であり、かつ、非能率であるときは、国内部における金銭の受払につ

いても、一般の債権に準じて、調査確認及び記載（法第11条）、債権の発生又は国への
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帰属に関する通知（法第12条）、証拠物件等の保存（法第20条第1項）等に関する事

務の取扱をしてさしつかえないものとする。なお、かかる国内部の金銭の受払を一般の償

権債務と全く同様に取り扱い、同一の債権管理簿に記載整理をする官庁においては、標識

又は記号により一般の債権との明確な識別をはかり、規則第40条に規定する債楕現在額

通知書及び法第39条に規定する債権現在額報告書に計上されることのないようにするも

のとする。

;二債権の発生等に関する通知について

一債椎の発生等の通知義務者が債権管理官等を兼ねる場合における債権の発生又は国への

帰属（以下「債権の発生等」という。）に関する通知について

法第12条の規定により債権の発生等に関する通知を行うべき者（以下「通知義務者」

′いう。）が債権管理官等（規則第6条に規定する債横管理官等をいう。以下同じ。 ）を

兼ねる場合には、令第23条1号の規定により債権の発生等に関する通知を省略できるも

のとされているが、これは、債権の発生等を知り得る系統の事務を行う係等と債権管理官

等の事務を行う係等とが内部組織上分離している場合における係等間の連絡をも省略しう

るものとしたのではない。このような場合には、令第11条及び第12条の規定に準じ、

当該係等の間の連絡を密にするものとする。

二債擢の発生等に関する通知に添附する書類について

通知義務者が債権管理官等に対して債権の発生等に関する通知を行う場合に添附する書

類のうち、債権又はその担保に係る事項の立証に供すべき書類（以下「証拠書類」とい

う。）は、原本ではなくその写でよいこととなっている（令第11条第2項）。これは、

挿知義務者がその職務上引き続き原本を保存する必要がある場合又は原本を直ちに債権管

理官等に送付することが適当でない場合が多いので、写を添附することとしたのであって、

通知の際に原本を送付することが可能である場合には原本を添附することとする。

証拠書類のうちもっぱら債権又はその担保に係る事項の立証に供すべき書類の原本は、

法第20条第1項の規定により債権管理官等が整備保存すべきものであるから、なるべく

早い機会において通知義務者から債権管理官等に送付するものとする。

§三納入の告知の手続について

一延滞金等が附される債楕の納入の告知の請求等をする場合に明らかにする弁済の充当の

順序

債権管理官等が、利息、延滞金又は一定の期間に応じて附する加算金（以下「延滞金

等」という。）が附される債権について歳入徴収官に対して納入の告知をすべきことの請
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求をし、又はみずから債務者に対し納入の告知をする場合に明らかにする弁済の充当の順

序は、次によるものとし、債権管理官等は、この順序を規則第’3条第1項に規定する書

面又は規則第14条第1項に規定する書類及び規則第14条第2項に規定する納入告知書

に記載するものとする。

1一般の債権（下記2及び3の債権以外の債権）についての弁済の充当の順序

元本と延滞金等との間においては、まず延滞金等に充当し、次いで元本に充当する。

延滞金等相互の間においては、弁済期の早いものを先にし、弁済期の同じものについて

はそれぞれの延滞金等の金額に均分して充当するのを原則とするが利息と履行期限まで

の加算金との間においては、とくに事務処理の便宜を考慮して、利息を先にし、加算金

を後とする。

2歳出予算の金額又は前渡資金に戻入することができる返納金債権の弁済の充当の順序

規則第14条第3項に規定するところにより、まず元本に充当し、次いで延滞金等に

充当する。

3法施行前に告知済である債権の弁済の充当の順序

法施行の日（昭和32年1月10日）前に改正前の歳入徴収官事務規程第9条又は改

正前の支出官事務規程第40条の規定により既に元本について納入告知書又は返納告知

書が発行されている債権について、当該告知に基づいて弁済がされたときは、判例上そ

の弁済は元本に対する弁済と解釈されるから、元本に充当し、延滞金等についてまだ納

入の告知がされていないときは、別途納入の告知をするものとする。

二履行期限の定のない債権について納入の告知をする場合の履行期限の設定について

債権管理官等は、その所掌に属する債権について納入の告知をすべきことを歳入徴収官

に対して請求し、又はみずから納入の告知をする場合において、当該債権の履行について

法令又は契約に期限の定がないときは、納入の告知の請求の日又はみずから納入の告知を

する日から20日以内において適宜の履行期限を定めることとなっているが（規則第’3

条第3項、第14条第7項、歳入徴収官事務規程第18条第1項）、悪意の不当利得者に

対する不当利得返還金債権又は不法行為による損害賠償金債権については、債務者は不当

利得時又は不法行為時から遅延利息を附して弁済すべきこととされている（民法第704

条、大正3年6月24日大審院判例）ので、当該不当利得の日又は不法行為の日を履行期

限として指定するものとする。

四法務大臣に対し強制履行の請求等の措置を求める場合の取扱について

一債権管理官等が規則第21条の規定により行う書面の送付の宛先は、次のとおりとする。
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1 各省各庁の中央機関に所属する債権管理官等にあっては、法務大臣（所掌は法務省訟

務局）に送付する。

2各省各庁の地方支分部局に所属する債権管理官等にあっては、その地方支分部局の所

在地を管轄区域とする法務局長（所掌は法務局訴訟部）又は地方法務局長（所掌は地方

法務局訴訟課）に送付する。

3他の地方支分部局を監督する地方支分部局でその所在地が地方法務局長の管轄区域内

にあるものに所属する債権管理官等は、訴の提起、仮差押若しくは仮処分の申請又は会

社更生若しくは破産の申立の措置を求める場合には、上記2にかかわらず、当該地方法

務局長を監督する法務局長に送付することができる。

4 他の地方支分部局を監督する地方支分部局でその所在地が東京法務局長の管轄区域内

にあるものに所属する債権管理官等は、上記3の措置を求める場合には、上記2にかか

わらず、当分の間、法務大臣に直接送付することができる。

規則第21条の規定により送付する書面に明らかにする事項は、次のとおりとする。

1 債務者の住所及び氏名又は名称

2債権の内容（債権金額、履行期限、利率その他利息に関する事項、延滞金に関する事

項等）

3債権の発生原因

4要求する措置の種類及びその措置を必要とする理由

5 次の措置の種類に応じそれぞれ次に定める事項

（1）担保権の実行（法第15条第1号）にあっては、

I 担保権の種類及び内容

Ⅱ担保物の種類、所在及び価額

Ⅲ優先債権等（令第4条第1項第1号に規定する優先債権等をいう。）の種類及び

内容

（2）強制執行（法第･15条第2号）にあっては、

I 債務名義の種類及び内容

Ⅱ執行の目的物の種類、所在及び価額

（3）訴訟手続等による履行の請求（法第15条第3号）にあっては、

I 従前の経過の詳細、ことに争の有無及び内容

Ⅱ関係人の住所及び氏名又は名称

Ⅲ証拠書類の有無及びその内容
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（4）債権の申出（法第17条第1号、第3号、第4号及び第7号）にあっては、

I 申出に係る事件の種類及び内容

Ⅱ当該事件の管轄裁判所

Ⅲ申出の期限

Ⅳ申出をする債権に係る債務名義の有無、種類及び内容

V当該債権に係る担保の有無、種類及び内容

（5）仮差押及び仮処分（法第18条第2項）にあっては、前記(3)に定める事項

（6）債槽者代位権の行使（法第18条第3項）にあっては、

I代位権の対象となる権利の種類及び内容並びに当該権利の相手方の住所及び氏名

又は名称

Ⅱ保全する債権及び代位権の対象となる権利についての前記(3)に定める事項

（7）詐害行為の取消（法第18条第4項）にあっては、

I 詐害行為の内容及びその行為を知った時期

Ⅱ保全する債権についての前記(3)に定める事項

（8）履行延期の特約等に代る和解（法第28条）にあっては、和解条項案

6法務大臣の所部の職員との連絡に当たる職員の官職氏名及び所属部局名。なお、国の

指定代理人とすることを必要と認める者のあるときは、その者の官職氏名及び所属部局

名

7 その他参考となる事項

， 前記二の書面には、証拠書類その他必要と認められる書類の写のほか、債務者が法人で

ある場合にはその法人に関する登記簿謄抄本、不動産に関する措置を求める場合にはその

不動産登記簿謄本を添附するものとする。

， 担保について

担保の価値について

規則第25条第7号に掲げる担保の価値は、次による。

(1)規則第25条第4号に規定する手形以外の手形及び小切手 手形又は小切手の金額

及び当該手形債務者又は小切手債務者の資産の状況を勘案して債権管理官等が決定する

金額

(2)保険に附されていない建物、立木、船舶、航空機、自動車及び建設機械 時価の6

割以内において債権管理官等が決定する価額

(3)動産（無記名債権、船舶、航空機、自動車及び建設機械を除く。） 時価の5割以
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内において債権管理官等が決定する価額

（4）規則第25条第6号に規定する保証人の保証以外の保証 保証金額及び保証人の資

産の状況を勘案して債権管理官等が決定する金額

（5） 指名債権 指名債権の金額及び第三債務者の資産の状況を勘案して債権管理官等が

決定する金額

二担保として提供する有価証券のうち供託による提供を要しないものについて

登録した債券以外の有価証券を担保として提供するときは、供託所に供託することと

なっているが､特殊の売買契約における事例として、 7日～10日間程度の短期延納特約

の担保として手形又は小切手を提供する場合には、規則第26条第1項の規定の特例とし

て、その提供は供記所に対する供託によらず、これを債権管理官等に引き渡すことにより

行うことができるものとし、債権管理官等は、受領後は、政府保管有価証券取扱規程第2

条弟1項ただし書の規定によりみずから保管し、又は部下の職員をして保管させるものと
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| (2)国の債権の管理等に関する法律施行令第29条に規定
する大蔵大臣の定める率

（実腎蕊幾'縄）

一－

' (2)国の債権の管理等に関する法律施行令第29条に規定

する大蔵大臣の定める率

（実腎蕊幾'縄）

改正平成12年11月

大蔵省告示（第330号）

改正平成12年11月

大蔵省告示（第330号）（（ ））

国の債樋の管理等に関する法律施行令

規定する財務大臣が定める率は、年8,2

(昭和31年政令第337号）第29条第1項本

5パーセントとし、昭和45年6月1日から適用

文に

する。
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労働省季奎

I

ヨの債権の管理等に関する法律施行令第34条第2項の規定により延滞金額に相当する金額

免除することができる範囲について、下記のとおり定められたから、通知する。

記

ヨの債権の管理等に関する法律第33条第3項に規定する債権及びこれに係る延滞金につい

同項の規定により免除することができる金額は、延滞金の額に相当する金額の全部とする。
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１
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’
(4)国の債権に係る債務者の住所を調査するため警察署

に対して照会する場合の取扱方法について

（鱒皇冤，:'‘5塁）

国の債権に係る債務者で住所が明らかでないものに関する所在を調査するため警察署に照会

する場合においては、照会を受ける警察署の有する資料及び事務量を勘案して下記のように簡

便適確に取り扱うこととしたいので、この旨を貴省庁所属の債権管理官及び分任債権管理官に

周知方願います。なお、本件取扱いについては、警察庁担当部局とも打合せ済みであるから念

のため申し添えます。

記

債務者の住所の調査は雪①住所不明直前に居住していた市町村（又は本籍地市町村）への照

会②親族、縁者、知人への照会③転居先である地域を管轄する市町村への照会④警察署

への照会の順に行うことが通例であるが、この場合における警察署に対する照会は、次による。

1債務者が、現に居住していると思われる市町村（県庁所在地の市及びその区域が二以上の

1

警察署の管轄区域にわたる市並びに東京都の特別区については、更にその居住していると思

われる地区（できるかぎり具体的な町名又は調査の目標となるべき施設の状況例えば工場、

作業場の種類、名称、建物その他居住している物件のおおよその位置、形状等）がほぼ推定

できる場合において、その推定居住地区を管轄する特定の警察署に対する照会に止めるもの

とし、数市町村又は数地区にわたるような包括的な調査の依頼は行わないこととする。

なお、その区域の全部が一の審察署の管轄区域に属している市及び町村についても、でき

る限り上記に準じて債務者の推定居住地区（要すれば具体的な町名又は調査の目標となるべ

き施設の状況）の把握に努め、警察署が所属の派出所又は駐在所を通じて行う調査に要する

手数の節約及び調査の迅速かつ的確な処理に資するよう努めるものとする。

2 照会を受けた警察署においては、現に判明している管内居住者について回答を行えば足り

ることとする。即ち、このために新たに特別の調査または所在の確認を必要としないものと

する。

3 照会文書は、次のような往復文書形式とする。
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０
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lM
（ 照 会 ）

I

昭和 年 月 日

第 号

○O警察署長

債権管理官、代理侭権管理官又は

分任債権管理官官職氏名 国

国の債権に係る債務者に関する住所の照会について

国の債権の管理のため下記の債務者の住所を確潔する必要があるので、下記事

項を参考として御鯛査の上、貴署管内における該当者の有無及び該当者がある場

合はその住所を御回報願います。 』

’

記

｜
’

（ 回 答 ）

※昭和 年 月 日

債権管理官、代理俄権管理官又は

分任債権管理官官戦 氏 ・名 殿

９
８
争
日
７

１
１

’--分任債権管理官
１
１
１

’
1

※○○警察署長国

同 上 件 名

上記のことについて、下記のように回答します。

記

’

’

I

|l
－227－

債務者氏名
男
・
女

明治

大正 年 月 日生
昭和

賎位

推定居住地

本 籍 地

備 考

該 当 者 有 無

住 所

参考事項



０
０
４
１
■
■
■
■
１
凸
■
１
１
■
■
■
■
■
■
■
■
■
ヰ
ニ
ー
ー
Ｉ
■
Ⅳ
Ｆ
１

備考

（1） ※印以外の部分の記載事項は、債権管理官、代理債権管理官又は分任債権管

理官が記入する。

（2） 照会事項及び回答事項（照会及び回答文のうちの記の部分）以外の文案は、

適宜、変更して差し支えない。

（3） 用紙の大きさは、日本工業規格B4 (2葉以上にわたる場合は左綴じ連続）

を原則とするが、必要がある場合は用紙の大きさ及び文書の配置を変更して差

し支えない。

（4） 照会及び回答文書は、家計を一にする親族に属する連帯債務者に係るものを

除き、債務者ごとに作成するものとする。

（5） 往復文書の記入要領は、次のとおりである。

（ｲ） 債務者の生年月日が判明しない場合は、推定年令を記入すること。

㈲推定居住地は、記の】を参照すること。

しり本籍地が判明しない場合は、 「不明」と記入すること。

筒備考欄には、旧住所、職業、配偶者氏名、身体的特徴等参考となる事項が

１
１

1
I

I

Ｉ
Ｉ

１
１

１
１
Ｐ
Ｌ
Ⅱ

輿 |｜
，&
哨
可

il l
i』 ｜
‘' I I

l

あれば、簡明に記入すること。

屯

<6） 警察署に照会する場合には、返信用切手を封入すること。
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ｌ
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ｌ
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０
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ｌ
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ｌ
Ｉ
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ｌ
０
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
１
ｌ
ｌ
１
Ｉ
１
Ｉ
ｊ
１
ｈ
０
Ｐ
‐
ｒ
ｌ
ｌ
ｌ
‐
ｒ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
１
４
ｑ
０
１
１
リ
ー
‐
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｊ
Ｉ
４
０
１
ｌ
ｌ
ｌ

里宿 害の作旧

曲 巳刀 【］

国の債権の管理等に関する法律（昭和31年法律第114号）第26条第2項の規定により

貴楢管理官が履行延期の特約等をした債権について償務名義を取得するため公証人に対し公正

正書の作成を嘱託する場合における公証人法（明治41年法律第53号）第28条第2項の規

這に－る嘱託人の確認方法については、その処理の円滑化を図るため、別紙（昭和23年10

弓10日付法務省民事甲第2117号及び同月4日付蔵計第2889号各写）のとおり取り扱

うこととしたから御了承下さい。

１

４

１

■

ｉ

ト

ー

Ⅱ

１

１

１

‐
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ｌ

Ｉ

ｉ

Ⅱ
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ｌ

Ｉ

Ｉ

ｌ

ｌ

邑
日
甲
凸
■
■
Ｇ
０
ｒ
Ｌ
ｂ
ｏ
ｊ
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８
０
８
８
■
Ｕ
Ｏ
ｂ
０
１
０
ｉ
ｆ
ｌ
８
》
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Ｂ
■
■
■
■
■
■
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ｉ
ｐ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ

ﾁﾘ紙
Ⅱ
ｉ
ｆ
■
１
Ⅱ
Ⅱ
Ｊ
日
■
旬
且
■
９
４
■
ｇ
■
日
■
１
■
■
。
■
且
■
ロ
■
日
Ⅱ
■

債権管理官が公正証書の作成を嘱託する場合におけ
●

る公証人法の規定による嘱託人の確認方法について
I

(篝撰） １
‐
４
１
１
‐
１
，
口
、
写
ｊ
■
‐
Ｔ
ｆ
０
０
ｒ
１
ｈ
‐
１
１
ｊ
‐
１
０
１
４
‐
１
１
１
‐
０
１
１
’
’
１
１

口10月4日付蔵計第2889号をもって照会のあった標記については、貴見のとおりと考え

る。 ．

ﾗﾘ紙

債権管理官が公正証書の作成を嘱託する場合におけ

る公証人法の規定による嘱託人の確認方法について

(異議麓）
’
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I
■

国の債権の管理等に関する法律（昭和31年法律第114号）第26条第2項の規定により

債権管理官が履行延期の特約をした債権について債務名義を取得するため公証人に対し公正証

書の作成を嘱託する場合における公証人法（明治41年法律第53号）第28条第2項の規定

による嘱託人の確認方法としては、債権管理官の宮公職氏名並びにその公印を明示した債権管

理官の在勤する宮公署の長（本省内部部局にあっては官房長、官房長の置かれていない省に

あっては次官）の作成に係る証明書の提出によりこれを行うことが適当であると考えられるが、

これについて貴意を承わりたい。

なお、債権管理官が所属の部課長その他の職員をして公正証書の作成に当らせる場合におい

ては、上記の証明書のほか、当該職員の官公職氏名並びにその公印を明示した債権管理官の委

任状（公印のない場合は印鑑とし、市町村長の印鑑証明書を添附）を提出させることとしたい。

I

嶋

’－230－
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ユ
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１
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Ⅱ
Ⅱ
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Ｉ
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守
君
■
１
１
０
０

、 労働者災害補償保険特別会計に所属する徴収決定済額で国の債権に係るものについて、歳入
徴収官が歳入徴収官率務規程第27条第1項の規定により、不納欠損として躯理する場合の取
扱については、自今静左記により取り扱われたい。

おって、昭和27年4月19日韮発第331号「不納欠損処分の取扱について」、昭和31
年4月2日基発第179号「過年庇分徴収金の滞納狼埋について」及び昭和32年10月29
日基発第821号「収納未済歳入額の披理について」螺従前の通達において示された不納欠掘
処分取披手続については、この迦遠により廃止されたものと了知されたい。

記

一債権管理事務取扱規則（以下「規則」という。）第31条第1項第3号から第6号までに
掲げる蔀由に該当するものとして、俄椛消滅の肺認及び不納欠損の決縦をするときは、次の
事項を調査又は硴認の上、各価務者ごとに「俄椛消鍼賊認及び不納欠損決猫響」 （別紙様式
第1）を作成しなければならない。この場合、次の関係証明‘芽頬（原本により難いときは、
その謄本又は写。以下同じ。）を添付しておかなければならない。

I

’

間３Ｎ

Ｉ卜

§

四
■
皇
炉
心
１
１
‐
。
Ⅲ
１
１
川
刊
剴
何
Ｍ
門
咀
呵
用
Ⅷ

事 由 別
調査又は砿認事項 証明書類

規則第3 1条第1項第3号

（法令の規定による免除）！
○免除の根拠となった法令及びこれに

該当することの事実

○債椛管理法第32条の規定により免

除されたものであるときは、労働大
臣の承認の有無

○債権管理簿（以下

各号につき同じ）

○労鋤大臣の承認醤１
１
１
１

I
同 第4号

（消滅時効の完成）
○消滅時効完成の根拠となった法令及

びこれに該当することの事実

○時効の援用を要する債権（私俵権）

にあっては、債務者の援用の有無

○滞納処分票

○保険料滞納処分並

びに納入督励自賊

書

１

１
１

卜
！
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■

Ｉ
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二規則第31条第1項第7号に掲げる事由に該当するものとして、不納欠損処分をするとき

は、まず、規則第30条第1項各号に掲げる事由により、当該債権が消滅したものとみなす

決議を行ったのち、不納欠損の決議を行うべきであるが、偵権管理官が同時に歳入徴収官を

兼ねる場合には冠これを同時に行うこととし、各債務者毎に「債権みなし消滅整理及び不納

欠損決議書（別紙様式第2）を作成しなければならない。この場合、次の事項を調査すると

ともにその関係証明書類を添付しておかなければならない。

’

』 －

－232－

事 由 別
崖一一

規則第31条第1項第5号

(国税徴収法第1 53条

第4項又は第5項該当）

同 第6号

〔契約等の解除条件の成

就）

調査又は確認事項

○国税徴収法第153条第4項（旧国

税徴収法第12条第5項）又は同第

5項に該当したことの事実

○債権の発生又は国への帰属の原因と

｜ なっていた契約等に解除条件があつ

’ たものについて当該解除条件が成就

したことの事実

証明書類

O滞納処分執行停止

決議書及び添付書

類

○契約書

○契約解除の決議書

事 由

規則第30条第1項第1号

(時効援用の見込）

私債権

同 第2号

(法人の清算の終了）

○清算結了の登記の有無

○当該法人の債務について弁済の責に

任ずべき者（合名会社の社員、合責

会社の無 任社員等）の有無、及

びこれらの者に第1号から第5号に

掲げる事由の有無

調 査 事 項

○消滅時効完成の根拠となった法令及

､びこれに該当することの事実
■

○彼務者に時効援用の見込があると認

められる事実（たとえば時効期間満

了後なお1回督促を行っても履行が

ないこと等）

証明書類

○債権管理簿（以下

各号につき同じ）

○督促決議書

’

一一 豆一ご 一

○清算の結了に関

る登記の脇本

す

合名会社又は合資

会社にあっては解

散登記の謄本及び

その社員又は無限

責任社員に第1号

から第5号に掲げ



’

I

１
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■
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１
１

I
D

I

｜

’

I

山

ミ 』．、金以外の債権について、債権消滅の確認をする場合又は債権が消滅したものとみなし

て整理する場合も、前各号に準じて処理すること。ただし不納欠損決議及びこれに係る事項

についてはこれを除くこと。

1前各号により整理した債権については、直ちに、債権管理簿、徴収簿等関係帳簿を整理す

るとともに、毎月、これをとりまとめ（分任債權管理官に係るものについては、所属債権管

理官において併せとりまとめるものとする。）歳入徴収報告書に添付し本省宛報告すること。

なお、報告書は各決議書の写とすること。

：各決議書の用紙は、本省より管理換するものであること。

I

｜

｜
I

1
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１
１

’

調 査 事 項 証明書類

る事由があること

を証する書類

O納付義務者が死亡したことの事実

○家庭裁判所が相続の限定承認の申述

を受理し、かつ、審判したこと

○限定承認された相続財産に対する債

楢の申出の公告の有無

○限定承潔の相続人の弁償の状況

O民法第92 1条第3号の規定により

単純承鯉したものとみなされること

の有無

○死亡を証明する書

類

○家庭裁判所の相続

の限定承潔につい

ての審判書

○実地調査書

○更生計画躍可の決定の有無及びその

内容

○更生計画浬可の公

告文又は通知香

○免責の決定の有無及びその内容 ○免責についての公

告文

○法務局長又は地方法務局長の決定及

びその内容

O法務局長等の決定

に関する書面



(様鵡一）

函年度第 号号第 |鴫”昭和|不納欠損決議不納欠損決議

債権消滅確認及び不納欠損決議書

昭和 年 月 日 ｜決 議｜ 昭和

債権消滅確認及び不納欠損決議書

決 議｜ 昭和昭和 年 月 日 決 議

－

発発 護’議 年 月 日

臺災補篁補佐 係長 ≦ゞ “

｜ 昭和 年 月 日

｜

’ 係
労災補偵

課 長
補佐 係長 主任

１
１下記債権が消滅したことを確認する。

下記の金額を不納欠損として整理してよ

い。

侭権管理官

歳入徴収官

労働基準局長 次長

保険関係成立 第 ゞ 納 芸記号番号 ‐

入 臺業態番号

憤権消滅の債権管理事務取扱規則

事 由第31条第1項第号該当

下記債権が消滅したことを確認する。

下記の金額を不納欠損として整理してよ

い。

侭権管理官

歳入徴収官

労働基準局長 次長

納

住所

保険関係成立

記号番号
号第

氏名

業態番号 入

債権管理事務取扱規則

第31条第1項第号該当

憤権消滅の

事 由
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元年度

区分 金額科目

滞納処
分執行
停止
年月日

滞納処
分執行
停止
年月日

同左停止事由

(謡零）
第 号該当

第 号該当

第 号麟当

第 号該当

第 号該当

第 号該当
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第 号該当
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同左停止事由
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徴収簿整理 |昭和 年 月 日|証明書類の種類昭和 年 月 日徴収簿整理 証明書類の種類
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その他参考と

なるべき事項
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一
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下記債権を消滅したものとみなして整理

してよい。

下肥金額を不納欠損として整理してよい。

債梱管理官

歳入徴収官

労働基準局長 次長

保険関係成立

妃号番号
』

■

９

日

日

■

■

１

７

１

１

１

１

１

↓

業 番号◆ー二申

俊権みなし

消滅整理事項
－

’
1

’

一

労働基準局）(局名

’

1
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不納欠損決議 第 号

債権みなし消滅整理及び不納欠損決議書

発 議 昭和 年 月 日 決 議 昭和 年 月 日

労災補彼

課 長
補佐 係長 主任 係

第 号 納
入

住
所

氏
名

タ

債横管理事務取扱規則

第30条第1項第号及び

第31条第1項第7号該当

金
額

円
内訳下記

のとおり

金額

円

備 考

昭和 年 月 日 証明書類の種類
その他参考と

なるべき事項

● ●

● ロ

● ●

● ●

● ●

昭和 年度
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空ロ

(7)労働保険特別会計労災勘定に係る返納金債権、

賠償金債権の徴収不納額の整理について

（睾論鬘警;'綴，

(7)労働保険特別会計労災勘定に係る返納金債権、

賠償金債権の徴収不納額の整理について

（睾論鬘警;'綴，
戸
口
国
言

戸
口
国
言 ））

労働保険特別会計労災勘定に係る返納金債権及び損害賠償金債権のうち、時効完成等により

徴収不能となっている額について、過般、各局の状況を調査したところ、昭和47年度末に

おいて、返納金債権については、時効完成期間に対応する収納未済額（過誤払いに係るもの

については、元年度、 42年度以前、費用徴収に係るものについては元年度、45年度以前）

17， 864， 443円のうち52． 4％に相当する9， 369， 813円（350件）が時

効完成によって徴収不能となっており、又、損害賠償金債権についても時効完成期間に対応す

る収納未済額（第三者行為災害に係るものについては、元年度、 44年度以前、費用徴収に係

るものについては、元年度、45年度以前） 500， 870， 612円のうち竃39． 6％に

相当する198, 559, 031円(1, 920件）が時効完成によって徴収不能となってい

る事実が判明した。また、これら時効完成をするに至った原因である時効中断の措置をとらな

かった事由が、債務者の所在が不明であった等、明らかであるものは、これら時効完成したも

ののうち、返納金債権で47． 5％、損害賠償金債権で33％であり、残りのものは、現に債

権者がいるにもかかわらず、適切な時効中断の措置をとらず時効完成させたものであると認め

られる。

以上のように、時効完成によって債権が消滅し徴収不能となっているものが2， 270件、

207, 928, ＄44円もの多額に上っており､そのうち約号に相当する額が､時効中断の
措置をとらなかった事が明らかでなく、そのまま時効完成させたものであることは、誠に遺憾

である。このような国の債権を時効完成によって消滅させるような事態は、正常な事由がある

場合を除き許されるべきではなく、又、会計検査院からもくこの事実について厳しい指摘があ

り、今後、これらの事態を発生させないための改善策について照会があった経緯もあったが、

特にこれらの債権の大部分が国税徴収の例により徴収できる債権でないため、債権確保等、徴

収技術上に相当な困難を伴う等の事情も認められるので、この際はその責任の所在を問うこと

なく、これら徴収不能額を整理することとするが、今後は、いやしくも事務処理が不適確で

あった等のために時効を完成させ債権を消滅させるような事態の発生の絶無を期するよう厳に
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１
１
１ “

留意するとともに、もし、かかる事態が発生した場合は、すべて厳格な処理をする方針である
』

､で､十分留意されたい。

なお、本徴収不能額については、下記により、来る11月30日までに不納欠損として整理

ナるとともに、今後、これらの事態発生の絶無を期するための対策を早急に樹立し、債権管理

、万全を期するよう格段の配意を願いたい。

記

1一般的留意時効

（1）不納欠損として整理すべきもの

今回、本通達により不納欠損として整理すべきものは、返納金債樒（過誤払に係るもの

及び費用徴収に係るもの）及び損害賠償金債楢（第三者行為災害に係るもの及び費用徴収

’一係るもの）のうち、次に掲げるものに係る収納未済歳入額とすること。

イ昭和48年3月31日現在で時効完成により債権が消滅し、又は消滅したものとみな

し得るもの（昭和48年5月25日付基発第297号通達（以下「第297号通達」と

いう。）により調査した額）

ロ昭和48年4月1日から同年10月31日までの間に時効完成により債権が消滅し、

又は消滅したものとみなし得るもの

ハ時効完成以外の事由により債権が消滅し、又は消滅したものとみなし得るもの

（2）不納欠損として整理すべき時期

昭和48年11月30日までに不納欠損として整理すること。

（3）不納欠損として整理したものの報告

不納欠損として整理したものについては、その事実を、別紙第1様式の「不納欠損状況

報告書（下記2の(1)により作成した「不納欠損調書」写を添付すること。）により、昭和

48年11月分徴収済額報告書提出の際に併せて報告すること。

2徴収不能債権の不納欠損としての整理

前記1の(1)の不納欠損として整理すべきものについて、本通達により処理する場合に限り、

下記により不納欠損として整理すること。

（1）不納欠損として整理すべき収納未済額については、個々の債務者の債権の状況について、

債権管理簿、その他の書類により別紙第2様式の「不納欠損調書」に記載すること。この

場合、本調書作成に当たっては、次のことに留意すること。

イ本調書の記戦事項については、債権管理簿、その他の書類から適確に記載し記載洩れ

等のないよう、十分注意すること。
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ロ本調書は、 「債権の種類」及び「債権消滅」 ・ 「債権みなし消滅」ごとに別葉として、

作成すること。この場合、 「債権消滅」の区分は、歳入徴収官事務規程第27条第1項

各号、 「債権みなし消滅」の区分は、債権管理事務取扱規則第30条各号の区分により
ｌ
ｊ
Ｂ
１
Ｄ
日
０
凸

整理すること。

ハ 「債権消滅」の「事由」欄は、上記ロによる各条文の各号の消滅又はみなし消滅の事

由を記戦すること（例「時効完成」、 「滞納処分停止後の消滅」等）。

二 「最終時効中断」の「事由」欄は、本債権が消滅し又はみなし消滅した以前の最終の

時効中断をしたときの事由を記載すること。この場合、時効中断の事由は、 「第297

号通達」別添「収納未済歳入額調査要領」中、 1の(3)の「時効中断の効力が生ずると規

定され、又は解釈されているもの」の事由に該当する事由を記戦すること。

ホ 「事蹟」欄は、本債権について納入告知をした日以降（納入告知年月日も記戦する。）

の事蹟の詳細を、債権管理簿及びその他の書類から記戦すること。

（「事蹟」欄記載例第三者行為災害に係る損害賠償金債権）

44. 9. 11 納入告知(125,000円）

” 8．30督促

'' 11.15－部納付(50,000円〕

44． 9． 11 納入告知（125,000円）

” 8．30督促

” 11．15－部納付（50,000円〕

所在確認調査するも、所在不明’所在確認調査するも、所在不明' 45－ 7．15' 45－ 7．15

″ ？ '3 199襄蕊″ ？ ]3 199襄蕊 11に転居先について
照会

に転居先について
照会｝｝
一子_ﾏ

(本件、夫々、不明の旨回答あ
り。 ）
(本件、夫々、不明の旨回答あ
り。 ）

″ ″ |醤約書徴収(残額は[ 2月末までに）″ ″ |醤約書徴収(残額は[ 2月末までに）
ロ 』

1』
46． 3．25所在確認調査するも、なお不明

47． 7． 1 〃 〃

48. 1.30 時効完成

46． 3．25所在確認調査するも、なお不明

47． 7． 1 〃 〃

48. 1.30 1時効完成
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閥上記の例示の場合の「債権消滅欄」、 「最終時効中断」欄は、次のように記載する

こととなる。
（年月日） （事由）

o r債権消滅」欄 48． 1． 30 時効完成
（年月日） （事由）

。 「最終時効中断」 45. 1. 30 一部納付
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2）上記(1)により作成した調書を、収入様式第20号「債権消滅確認及び不納欠損決議書」（
扉

の I又は収入様式第21号「債権みなし消滅整理及び不納欠損決議書」に添付し、当該債権

消滅又はみなし消滅の確認及び不納欠損として整理する決議を行うこと。この場合、不

欠損の決議は、 「債権の種類」及び「債権消滅」 ・ 「償権みなし消滅」ごとに行うこと
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(3)上記(21により、不納欠損決議をした収納未済歳入額については、所要の手続きにより、

不納欠損額として「徴収簿」及び「不納欠損処理簿」に登記するとともに、 「不納欠損決

議書（添付された調書を含む。 ）」の原本は、歳入徴収額計算書の附属証拠書類として、

会計検査院に提出すること。

(4)不納欠損として整理した収入未済歳入額に係る関係雷類（たとえば、上記(3)以外の決議

書、納入督励の事蹟書、納付に関する誓約書及び各種調査関係資料等）は、歳入徴収額計

算書の附属証拠害類であるから、散逸しないよう整理編てつして歳入徴収官の手許で保管

すること。

今後の対策

的確な債権管理事務を実施するため、次のような対策を行うこととし、再びかかる事態を

発〆させないよう、十分な配意をするとともに、少くとも、本対策がその実効を上げるか否

かは、本業務に対する管理者の熱意如何と思われるので、自ら、十分の認識をもって、この

対策を実施してゆくこととす。

(1)職員の主体的能力の業務への適正な配分を行うことによる職員別の事務分掌の明確化及

びことの遵守

現有の職員の主体的能力の範囲内において、重点業務の優先処理を考慮しながら、その

主体的能力を適正に配分し、本債権の徴収業務を明確にした事務分掌を定めることによっ

て、その責任体制を確立し、又、職員がその事務分掌に従って本業務を計画的に遂行して

いるかを定期的に管理者がチェックする等常に業務の進捗状況を適確には握すること。

(2)職員の事務処理の精通化

（=物確な債権保全の措置を行うためには、職員が常にそれらの事務に精通していることが
、ー／

必要であり、特に債権管理の事務は、高度、かつ、広範な知識が要求されるため、積極的

に事務研修等を行うことにより、翰員の資質の向上及び事務の精通化を図るものとするこ

と。

(3)徴収のための具体的計画の樹立及び完全実施

これらの債権の徴収業務を円滑に推進するため、具体的な徴収計画を樹立し、場合に

よっては保険料憤楢の滞納整理の実施と併せてこれを行うほか、定期的に書面による納入

催告を行う等して滞納者の自覚をうながす等、計画的な徴収業務を実施することに留意し

て収納に努めること。

(4)個々の債権の状況の的確なは握

また、個々の債権の事蹟を明確に記録して、常にその状況を適確には握し、個々の債権
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の状況に応じて時宜を得た措置をとり、状況不明のために時効完成されること等のないよ

う留意すること。

(5)徴収困難な債権に対する債権保全措置等の実施

イ過誤払いに係る返納金債権及び第三者行為災害に係る損害賠償金債権について、その

債務者が納入困難な事情があると認められるときは、稜極的に「履行延期の特約又は処

分の措圃」 （債権管理法24条）をとるとともに、悪質な滞納者（無資力とは認められ

ないにもかかわらず、まったく納入意思のないような債務者等をいう。）に対しては

「強制履行請求の手続き」 （債権管理法15条3号）をとるほか、滞納者の所在が不明

等のため、時効中断の措置がとることができないおそれのあるもの、あるいは法人であ

る債務者が、その事業を休止して再開の見込みがない場合又は債権の額が徴収に要する

費用にも満たない少額の場合は、積極的に「徴収停止の措置」 （債権管理法21条）を
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とること。

ロまた、費用徴収に係る返納金債権又は損害賠償金債権については、滞納者の所

財産ともに不明である等の理由で時効中断の措置をとることのできないおそれの

合は、 「滞納処分の停止」の措置（国税徴収法153条）を積極的に行うように

在及び

ある場

するこ

日野

ト

▽
暫
阻
や
Ｐ
ｒ
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Ⅱ
Ｉ
間

姐
釦
■
岳
６

と。

ハ上記イの「履行延期の特約等及び徴収停止の措置」の実施基準及び事務処理手

ついては、昭和35年9月10.日付基発第772号通達及び昭和45年2月20

働省収会第7号通達により取扱うこととし、又、上記ロの'｢滞納処分の停止」の

理手続きについては、昭和46年4月27日付基発第352号通達（「徴収職員

扱手引」の257頁以降参照）により取扱うこと。

(6)不納欠損整理の早期処理

時効完成等によって債権が消滅し、又は消滅したものとみなして整理すべきもの

ては、直ちに、当該債権に係る収納未済歳入額を不納欠損として整理すること（歳

官事務規程第27条）。
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｣紙第1様式

不納欠損状況報告書

労働基準局労働保険特別会計労災勘定

｜
鮒
の
柵
一

返
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金
債
権
・

0
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山I

D

闇不納欠損調書を添付すること。
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区 分

不納欠損

件数 金 額

備 考

過誤払に係る

もの

時効完成したもの

そ の 他

費用徴収に係

るもの

時効完成したもの

そ の 他

計

円

損
害
賠
償

4、

債
権

第三者行為災

害に係るもの

時効が完成し、債

務者が援用見込の

あるもの

そ の 他

計

費用徴収に係

るもの

時効完成したもの

浦納処分の停止後

債権消滅したもの

そ の 他

計

合 計



別紙第2様式

不 納 欠 損 調 書

(債権の種類） 債権 （ 債権消滅・債権みなし消滅） (歳入科目）言 Na l
－ 一一一
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債 務 者 元年度

（調停

年度）

憤権消滅 最終時効中断三吋

署名No. 不納欠損額 事

所 事由氏 名 住 年月日 事由 年月日
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標記事務の取扱について各局の間に相違又は誤りがみられるので、自今下記により誤りのな

いように処理することとされたい。

記

L -01事々件として係属中の事案については、納入の告知等を行っていない局があるが、刑事

事件の処理進展にかかわりなく、不正受給と認められるものについては、すべて速やかに債

権管理を行い、納入の告知を行うこと。

なお、書類等を司法機関に提出したため調査未了のものであっても、保険金詐取で起訴さ

れている者については、直ちに納入の告知を行うこと。

2債権管理事務を行うに当たっては、まず過誤払をした監督署長をして、給付決定の取消の

決定及びその決定の通知を行わせること。

a納入の告知は、給付の日の異なる給付ごとに、給付の日（隔地払については現に銀行又

は郵便局より支払を受けた日）を履行期限として行うこと（昭和32年1月10日蔵計第

105号大蔵大臣通達第三の3参照） 。

4.（話正受給に係る債楢については、元本1,000円未満及び、 1件についての延滞金が
100円未満である場合のほかは、すべて給付の日の翌日より年5分の延滞金を徴収するこ

と。

なお、納入があった場合において、その額が支払われるべき元本と、領収日までの延滞金

の合計額に不足する場合における充当の順序は、年度経過の歳入金債権について、まず、そ

の日までの延滞金に充当し、残額を元本に充当すること。ただし年度内の歳入外債権につい

ては、元本より充当すること。

5二人以上の者が共謀して保険金を詐取している場合には、民法第719条に規定する共同

不法行為となり、民法第432条以下の連帯債務に関する規定が適用されるから、債権管理

に当たっては、不真正連帯債務の場合の如く各債務者ごとに重複して債梅の調査確認及び歳

入の調査決定を行うことなく、一つの債務者氏名欄に各債務者氏名を列記して、 1件として
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